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はじめに

昨今の我が国では，児童虐待・ネグレクト問題や家族間格差，家庭教育の質保障の問題，さらには

学校に理不尽な要求をする親の問題等，親ないし家庭を巡る様々な形での問題が広く社会的に取り

沙汰されている。例えば児童虐待に関しては，2011年度中に児童相談所が対応した当該相談件数は

59,862件（速報値）と過去最高を記録した他，同年度中の心中を除く虐待死亡事例数も 45事例（51人）

と，前年度（47事例 49人）とほぼ同程度で推移している（１）。また 2010年 9月には，埼玉県の女性

教諭が，担任をしている女子児童の両親から再三の嫌がらせを受け不眠症になったとして，両親に慰

謝料を求めた事件（２）が起こった他，2011年 3月には福岡県福岡市の市立中学校で学校にクレームを

つけ，金を脅し取ろうとした母親が逮捕されている（３）等，親－学校間におけるかつて無いほどの緊

張関係を示すような，幾つかの象徴的な事件が発生していることも看過できない。

このような，昨今の親を巡る諸事象に鑑みるならば，そもそも親とは何なのか，親をいかなる存

在として位置付けるのかといった根本的な次元に遡って，今日求められる親像を構築していくこと

は極めて重要な課題となろう。そしてその際には，一方では今橋（４）や結城（５）に代表される親の教育

権論（６）のように，教師や国家の行き過ぎた介入から子を守る防波堤として親を積極的に位置付け，

（公）教育における親の権限の範囲や内容を明確化していく，という方向性の議論も勿論重要ではあ

る。しかし他方，（端的には児童虐待・ネグレクトに示される）親の教育権限の不当な行使や放棄に

関して，それらを規制する理論・制度の構築を企図していくこともまた肝要と考えられるのである。

そこで本稿では，こうした親の教育権限行使の適正化問題について，哲学・思想的観点からアプ

ローチしていく。より具体的には，とりわけ示唆的な親論を展開しているアメリカの児童精神医学者

J. ウェストマン（Jack C. Westman, 1927- ）の所論の検討を通して，求められる親の在り方を根本的

な次元から改めて問い直し，今日的文脈に即した親概念構築のための足掛かりを模索することにした

い。具体的には，まず（a）ウェストマンの略歴と理論的変遷を概観した上で，（b）特にウェストマ

ンが児童虐待研究に専心した 1990年代以降の主要著書・論文から，彼の親論を巡る重要概念として

のペアレントフッド（parenthood）に関する言及を抽出し，その意味内容を分析・検討していくこと

にする。尚，このペアレントフッドという概念は，後に見ていくようにウェストマンにおいては極め

て多義的に捉えられているが，中でも特に独創的と思われるペアレントフッド解釈が（表題にある通
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り）「生涯を通じたキャリア」としてのペアレントフットであり，これは他に類を見ないウェストマ

ン独自のものと考えられる。そこでここでは，彼のペアレントフッド解釈のうち，この「生涯を通じ

たキャリア」としてのペアレントフッドに特に重点を置いて分析し，最終的に彼の親論の意義を考究

することとする。

１．J. ウェストマンの略歴と理論変遷の概観

ミシガン大学で博士号（MD）を取得（1952）後，児童精神科医として臨床活動を開始したウェ

ストマンは，1960年代からは児童精神医学分野の研究にもその活動の幅を広げ，1964年にミシガン

大学メディカルスクールの助教授に，翌 1965年にはウィスコンシン大学マジソン校教授に就任した

（1996年まで在任。1997年から現在までは同大学名誉教授）（７）。さらに 1970年代に入って，自身の

初の著書（編著書）である『子どもの個別性』（Individual Dif ferences in Children, 1973）（８）や続く二

作目の著書『チャイルド・アドボカシー』（Child Advocacy, 1979）（９）を発表したウェストマンは，こ

の頃からアメリカ児童精神医学界を代表する論者の一人と目されるようになる（10）。そしてこれら一

連の著作は，当時のアメリカにおける子どもの権利論の高揚を背景とした「チャイルド・アドボカ

シー」（child advocacy，子ども擁護）を唱道するものであり，そこでは特殊なニーズや問題を抱える

目の前の子ども達をいかにして救うかという関心のもと，子どもの薬物乱用や学習障害，離婚，ある

いは児童虐待といった問題が取り上げられている。特に上述した後者の著作は，1980年代アメリカ

の「チャイルド・アドボカシー」運動を牽引するものとして，大きな影響を与えたようである（11）。

このようにウェストマンは，当初は子どもの権利論サイドの論者として登場したのだが，ただし

ここで彼が依拠していた子どもの権利論とは，当時のアメリカで大きな潮流となっていた J. ホルト

（John Holt, 1923-1985）（12）流の「子ども解放」（child liberation）論ではなく，あくまで従来的な「子

ども保護」（child protection）論であったことには留意が必要であろう（子どもの権利論の基本類型

については上記図 1を参照）。すなわち，この時期ウェストマンは，確かに個々の子どもの個別具体

的な教育・医療・福祉的ニーズへの配慮の重要性を多くの著作内で力説しているものの，それは子ど
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図 1　子どもの権利論の 4類型
（太田明「子どもの権利論の哲学的基礎」『東海教師教育研究』13，1999，p. 34
の図をもとに，表記を一部変更して作成）。
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も解放論者のように子どもと大人の対等性を主張し，子どもの自由権的諸権利の保障を要請すると

いった類のものではなく，子ども保護の枠組みの拡充・強化を主要な課題とするものであったのであ

る。こうしたウェストマンの基本的立場は，その後彼が 1990年代に入って児童虐待研究に専心して

以降もほぼ一貫しており，そしてこのことは，例えば彼の 1991年の論文「少年エイジズム」（“Juvenile 

Ageism”）（13）からも見て取ることができる。

このエイジズム（ageism）とは，年齢差別，特に高齢者に対する年齢差別を指す用語であり，1969

年にアメリカの精神医学者 R. N. バトラー（Robert Neil Butler, 1927- ）が，性差別（sexism），人種

差別（racism）に続く重要な差別概念として提唱したものである（14）が，ウェストマンがこれを子ど

もの場合へと援用して取り上げたのが上記の論文である。ここでは，例えば虐待やネグレクトに対す

る一次予防策の未整備状況や，子どもに対するヘルスケアサービス提供の不十分さ等，子どもの発達

上の利益の保護に対する社会的な軽視を「少年エイジズム」として問題にしている点で，概ね子ども

保護論の立場から論が展開されていると言えよう（15）。このことは，同論文内でウェストマンが，成

人と同様に少年にも「デュー・プロセス」（due process）の権利を保障すべきだとしたゴールト判決

（1967）（16）に対し，「その判決それ自体は，実際には，裁判官の意識を少年の手続き的デュー・プロセ

ス（procedural due process）にばかり向けさせ，結果的に子どもとその親を必要な支援からさらに

遠ざけ，事態をより悪化させた」（17）と述べ，過剰な子どもの（自由権的な）権利の尊重がパターナリ

スティックな保護の機能を弱体化させたとして批判的に捉えていることからも窺い知れるところで

ある。

とは言えウェストマンは，彼の後の著作における次のような述懐に示されるように，1990年代以

降，子ども保護論者という基本的スタンスは維持しつつも，チャイルド・アドボカシー運動からは実

質的な後退を示すようになる。

私はこの「チャイルド・アドボカシー」が，現実には「ファミリー・アドボカシー」（ family 

advocacy）というより重要な要請から注意を逸らしてしまうことを学んだ。私は自らを家族精神

医学者（family psychiatrist）と称するようになり，1990年代には親ライセンス化運動に加わった。

……私は，「子育て家族」（childrearing families）を強化する公的政策に心を砕く決心をしたので

ある（18）。

つまり彼は，①チャイルド・アドボカシー（子ども擁護）という戦略は，現実には（それ単独では）

あまり効果的なものとはなり得ず，②子どもの保護・救済のためには，目の前の子どものみならず家

族全体を視野に入れた，かつ公的政策レベルでの支援・強化の枠組み作りが重要である，という認識

へと至るのである（ファミリー・アドボカシー）。こうした中で著されたのが，1994年の『親のライ

センス化』（Licensing Parents）（19）である。ここでは，（a）全ての親に一定のライセンス取得手続きを

要求し「不適格な親」（incompetent parent）を排除していくこと（20）が，児童虐待の有効な事前規制・

抑止へと，ひいては子ども及び社会の利益の保護へと繋がることが指摘されており，そして（b）こ

の「親のライセンス化」を始めとする，親規制あるいは親支援に関する国家規模での政策（national 
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parenting policy）推進を図る上での，様々な議論や具体的施策が提言されている。さらに，2000年

代後半に入ると，彼はより親の権利制約的でないライセンス化の代替策を模索するようになる。そし

てこの代替策は，2009年の著書『青年期－親連鎖の打破』（Breaking the Adolescent Parent Cycle）に

より体系化され，ここにおいて彼の児童虐待の規制理論は，全ての親に対する規制ではなく，福祉依

存的な親のいわば代表例としての「青年期の親」（adolescent parent）（21）の規制を通して，次世代の親

の資質・能力を担保してこうという議論へと展開することになるのである。

こうして，彼が「ファミリー・アドボカシー」という視点から家族問題，特に児童虐待問題に専心

した 1990年代以降は，彼の著作内において家族及び親に関する言及が飛躍的に増大し，その中で彼

の親論も独自の深まりを見せていくこととなる。これについては節を改めて分析していこう。

２．J. ウェストマンの親論

（1）ペアレントフッドとペアレンティング

そこで次に，ウェストマンの親論について，その中心的概念としての「ペアレントフッド」（par-

enthood）概念に着目して分析していくが，まずここで留意しなければならないのは，これと類似す

る概念「ペアレンティング」（parenting）についてである。と言うのもこのペアレンティングとは，

一般に単なる「親であること」を意味する‘parentage’や「育児」を意味する‘childrearing’等とは

異なって，「親として子どもを（適切に）育てること」，「親としての資質や責任，役割」といったよ

り広範な意味内容を含む概念として理解されている（22）。特に児童虐待問題の文脈においては，この

ペアレンティングはしばしば鍵概念として位置付けられることが多く，実際にウェストマンも，確か

に少なくとも前掲の 1994年の著書『親のライセンス化』の頃までは，これを自身の理論における重

要概念の一つとして用いている。

しかし彼は，2001年の編著書『アメリカにおけるペアレントフッド』（Parenthood in America），さ

らにより正確にはこの書のもととなった彼主催による 1998年の会議「アメリカにおけるペアレント

フッド」以降は，むしろペアレントフッド概念にこそより重要な意味合いを付与するようになる。こ

のことを明示した箇所について，やや長くなるが以下で引用しておこう（23）。

我々はこの会議（上記の 1998年会議「アメリカにおけるペアレントフッド」―発表者注）の

テーマとして，意図的にペアレンティングではなくペアレントフッドを選択した。つまりペアレ

ンティングとは，他の者が代理可能な一連の機能（functions）を暗に意味するのである。人は，

他の者が育てている子どもを「所有する」（has）という，かつての王族や現在の富裕層型のやり

方でペアレンティングを放棄することができる。（中略）

対照的にペアレントフッドとは，一つの生活様式であり，キャリアである。それは，親が子ど

もと共に成長し，親子が互いの絆を紡いでいくという発達上の「実際の」（hands on）責務を意

味する。それは人生における一つの役割を意味し，他者（ここでは親―発表者注）の重要性を，

深い人間関係及び対価労働の観点から認めるものである。



41生涯を通じたキャリアとしてのペアレントフッド（帖佐）

すなわち彼によれば，かつての拡大家族形態が崩壊して核家族化が進展し，各家族が孤立化した今日

においては，「子育てはもはや伝統や気まぐれ（whim），またはコモンセンスによって為される類の

ものではない」のであって，いまや「親であるということ」（ペアレントフッド）は，「ほとんど専門

化（professionalized）されたものとなっている」（24）。そのため社会は，親に対しこのペアレントフッ

ドについての一定の専門性，専門的資質を要請するとともに，その価値を尊重していかなければなら

ないのである。

こうしてウェストマンの親論においては，このペアレントフッド概念にとりわけ重要な価値が置

かれ，その内実として極めて多様な意味内容が包含されることとなるのだが，私見では彼のペアレ

ントフッド解釈は，①「成人期における一発達段階」（an adult developmental stage）としてのペア

レントフッド（親期），②権利ではなく，「獲得された特権」（earned privilege）としてのペアレント

フッド（親になること），③「社会基盤」（the foundation of society）ないし「生涯を通じたキャリア」

（a  lifelong career）としてのペアレントフッド（親業（25））の 3つに整理することができる。そのため

以下では，この各々の観点から彼のペアレントフッド概念を分析していくこととしよう。

（2）ウェストマンにおけるペアレントフッド概念

①成人期における一発達段階としてのペアレントフッド

上述したウェストマンの，言わば子育て・教育の専門家としての親像は，先ずもって「男女両性の

ライフサイクルにおける一つの発達段階」（26）としてのペアレントフッドという，既に 1991年の論文

「少年エイジズム」に示されているペアレントフッド解釈に依るところが大きいものと考えられる。

ここでのペアレントフッドは端的に「親期」として訳出するのが適当であろうが，彼にとってこの親

期とは，ある年齢に達すれば自然になれるといったようなものではなく，子ども期（childhood）か

ら成人期（adulthood）へと続く成長発達の中でしかるべき能力やスキル，道徳性や態度等を身に付

けることで到達される，成人期における一発達段階なのである。そしてこうした彼の親期解釈は，以

下に示すような，ハーバード大学の心理学者 C. ニューバーガー（Carolyn Newberger, 1941- ）に代

表される親の発達段階説に理論的に依拠したものであると言えよう（27）。

　第一段階：利己的（egoistic）段階

　　……親は自己中心的であり，子どもを自身の延長線上のものとして見なす。

　第二段階：慣習的（conventional）段階

　　…… 自己中心性を経て，伝統や専門家，年齢相応の規範（age-related norms）から獲得される子

育て観へと移行する。

　第三段階：個別的（individualistic）段階

　　……自身の子どもを，独自性を有する個人として見なせるようになる。

　第四段階：統合的（integrative）段階

　　……その家族やコミュニティ，社会において自身の子ども達とともに学び，成長していく。
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勿論，現実には，未婚あるいは子を為さない結婚生活といった成人期のライフスタイルもあり得る

が，親期（特に上記であれば第二段階以降）とは相応の成熟性の獲得を伴って到達されるものであっ

て，少なくともそれは子ども期に達成可能なものではない，とするのがウェストマンの考えである。

従って彼においては，子ども期と親期とは併存可能なものでは決してなく，たとえ青年期の子どもが

妊娠し，出産したとしても，彼らを大人あるいは「適格性を有する親」（competent parent）と見な

すことは論理的に許容され得ないことになる。そのため彼は，こうした青年期の親をある種の大人と

して扱うことは，むしろ「彼ら自身の発達上のニーズを無視することになる」（28）として痛切に批判し，

これをまさに先述した「少年エイジズム」の一形態として位置付けている。

②権利ではなく，獲得された特権としてのペアレントフッド

このように，親たることに一定の専門性・有資格性を要求するウェストマンは，法理論的には，親

権とは生まれながらに付与される自然権であるとする通俗的解釈を痛切に批判する。すなわち，こ

こで彼が提起するのが，ペアレントフッド（ここでは端的に「親になること」という意味）を自然

権的権利としてではなく，特権（privilege）として捉えるという戦略である。こうした特権としての

ペアレントフッド解釈は，既に 1970年代初頭にアメリカの生態学者 G. ハーディン（Garrett Hardin, 

1915-2003）（29）や，同国の倫理学者 E. キャスティーン（Edgar R. Chasteen, 1935- ）（30）が議論の俎上に

乗せ，親になることが適格性を有する者にのみ付与される特権であるとする主張を展開している。た

だしこの上記の 2人が，基本的には人口統制（population control）という優生学的観点から論じてい

るのに対して，ウェストマンはこれをあくまで（虐待からの）子どもの保護という観点から取り上げ

点で一線を画しており，この点に関連して彼は，1996年の論文「親のライセンス化の理論的根拠と

実現可能性」（“The Rationale and Feasibility of Licensing Parents”）の中で以下のように述べ，児童虐

待時代に求められるペアレントフッド解釈の転換の必要性を訴えている（31）。

真のペアレントフッドとは，時とともに獲得される親子間の関係性によって定義付けられるも

のである。それは，子の受胎や出産といった出来事によって，半永久的に付与されるものではな

い。我々は，現在の養父母や里親がそうであるのと同様，ペアレントフッドとは生得的な権利で

はなく一つの特権であるとする，新しいパラダイムを必要としている。我々は，子ども達の目，

社会の目を通して，ペアレンティングを捉えていく必要があるのである。

こうしたウェストマンの主張は，子どもは親の所有物（property）であるとするかつての子ども観

の完全な破棄と，子どもが虐待・ネグレクトで深刻な害を被る以前の，予防的な保護の必要性の強調

に動機付けられていると考えられる。そこで彼は，親からの適切なペアレンティングの保障は子ども

の市民的権利として認められなければならないとした上で，「ペアレントフッドが獲得された特権で

あり，適切なペアレンティングが全ての子ども達にとっての我々の目的であるとする新しいパラダイ

ムは，若者のペアレントフッドへの準備へと焦点化されるであろう」（32）と述べ，次世代の親たる青少

年の親性育成・開発を，社会に課せられた重要課題の一つとして指摘しているのである。
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（3）社会基盤ないし生涯を通じたキャリアとしてのペアレントフッド

以上のように，発達理論及び法理論からペアレントフッドを基礎付けたウェストマンの親論は，最

終的には我々の社会の基盤，ないし生涯を通じたキャリアとしてのペアレントフッド解釈へと収斂さ

れることになる。このような，言わば「親業」としてのペアレントフッド解釈は，キャリアの内包を

職業に限定せずに「生涯の過程を通して，ある人によって演じられる諸役割の組み合わせと連続」（33）

とする D. スーパー（Donald E. Super, 1910-1994）流のキャリア観に基づくものであり，恐らくウェ

ストマンにおいて初めて本格的に論じられたものと推察される。具体的には，このペアレントフッ

ド解釈に関するウェストマンの言及はまず 1994年の著書内で散見される（34）が，その後 1999年の論

文「子どもの権利，親の権能，社会の義務」（“Children’s Rights, Parent’s Prerogatives, and Society’s 

Obligations”）（35）において，より本格的な議論が展開されているのである。すなわち，同論文で彼は，

次世代の市民としての子どもの道徳的・人格的発達に関し，その第一義的責任は国家にではなく親に

あるとした上で，今後求められる理想的なペアレントフッド理解のパラダイムについて，端的に以下

のように整理している（36）。

ペアレントフッド－現在 ペアレントフッド－将来

・親は自分自身でそれを行なう。
・子どもの将来は親のリソースに依存する。
・親のみが子どもを危険から保護する。
・社会は，子どもがネグレクト・虐待された事後に
おいてのみ介入する。
・子育ての費用は親が負担する。
・税制度は，親でない者に有利に働く。

・近隣の人々やコミュニティが親を支援する。
・子どもの将来は能力と機会に依存する。
・社会もまた子どもを危険から保護する。
・社会は，子どものネグレクト・虐待を未然に防止
する。
・社会は，子育ての費用を公正にシェアする。
・税制度は，子育てに有利に働く。

勿論，親業としてのペアレントフッドは，一般的な職業的キャリアとは大きく異なる点が幾つか存

在し，その意味ではある種の独自性を有するキャリアである。第一に，それは直接的な金銭的収入を

伴うものではなく，むしろ多大な支出を親に負担させるものである。この点に関連するウェストマン

の見解は，2009年著書内でより具体的に論じられているので，以下に引用しておきたい。

ペアレントフッドは，全ての人々に利益をもたらすキャリアである。遵法の（lawabiding）市

民となる子孫なくして，我々の社会は存続され得ない。生産的な消費者なくして，我々の経済は

繁栄し得ない。長期的に見れば，ペアレントフッドは有償の（paid）職業よりも，我々の社会に

とって重要なのである。我々はその「仕事」が，資本主義経済における一つの有償の活動として

定義されることを認める必要がある（37）。

このように彼は，ペアレントフッドがまさに我々の社会の基盤であり，直接的にではないにせよ間接

的に社会全体に対して不可欠の利益をもたらすという観点から，ペアレントフッドをある種のキャリ

アとして捉えるのである。そしてそれ故に彼は，このようなペアレントフッドをパブリックなものと

見なし，その費用は社会全体で公正に負担しなければならないと論じるとともに，親支援に関する社

会的な枠組み整備の重要性を主張している。
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そして第二に，このような親業としてのペアレントフッドは，通常の職業的キャリアとは異なって，

血縁関係を有する他者＝「我が子」に対する営みであるのが一般的であろう。しかしながらこれに対

して，ペアレントフッドの担い手が，必ずしも血縁上の親に限定される必要はないことを強調するの

がウェストマンの立場である。つまり彼によれば，（特権としてのペアレントフッドの箇所でも若干

触れたが）親子を親子たらしめる深い情緒的な絆とは，何も血縁や遺伝に基づくものではない。それ

は，日々の関係性の中で構築される互恵的（reciprocal）で親和的（af filiative）な結び付きに基づく

ものなのであって，たとえ養父母であっても，養子縁組された子どもとそうした親和的な結び付きを

共有している限りにおいて，その子の「実の」（real）親たり得るのである（38）。こうした親子間の血

縁関係の有無を必ずしも重視しないウェストマンの親理解は，現実には「不適格な親」が今後も一定

程度存在し続けるであろうことを勘案するならば，極めて重要な一方向性とも言えよう。そしてさら

に付言するならば，彼は同じく 2009年著書において，次のような見解を示している。

多くの親は，子どもとともに成長する方法を学ぶための支援を必要とする。適格性を有する親

としての役割を果たせるようになるために，教育や医療的処置を必要とする者もいる。そして，

典型的には青年期の親や福祉依存的な親のように，少ないながらも決定的な数の親は，適格性を

有する親として全く機能し得ないのである（39）。

ここにおいて，青年期の妊娠・出産を規制するとともに，子ども期からの「親準備性」（the read-

iness for parenthood）育成のための教育（family life education）を十分に提供すること，すなわち子

どもの「適格性を有する親になる権利」（right to be competent parent）を保障することが，児童虐待

の有効かつ費用効果的（cost-effective）な予防戦略たり得るとするウェストマンの理論が，改めて力

強く導出されることになるのである。

まとめに代えて

以上が，ウェストマンのペアレントフッド概念，及び親論の概要である。このように，親たること

に一定の専門的資質・能力を要求するとともに，その生涯を通じたキャリアとしての重要性を積極的

に認めていこうとするウェストマンの親論は，恐らく他に例を見ない独自のものとして評価できると

考えられる。ただし，彼の議論は，あくまで児童虐待・ネグレクトの一次予防を企図したものであっ

て，必ずしも今日の教育（学）が直面する親の教育権限の問題を広く見据えたものとはなっていな

い。例えば，宮寺が教育の分配論の観点から取り上げている（40）ような，親の自由意思に基づくホー

ムスクーリング選択や公立学校からの離脱（への平等主義的な介入の正当性）に関するウェストマン

の論究は，筆者が確認した限りでは皆無であるし，さらには我が国でもよく知られているヨーダー判

決（アーミッシュ裁判）についても，ごく僅かな言及が為されている程度である（41）。

そこで今後においては，このウェストマンの親論の教育学的含意についてより個別具体的に考察す

るとともに，他の親論者との比較検討から彼の所論の特徴と問題点をより精緻に分析していくことが

求められよう。これらの点を今後の課題として指摘し，本稿を終えることとしたい。
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